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技能実習適正化支援センター（TITSC）代表の渡邉です。 

弊センターの業務は、昨今の情勢からオンライン化を推進しています。 

直近で開催した「技能実習制度オンラインセミナー」について、下記に報告します。 

実習実施者向けに技能実習制度オンラインセミナーを開催しました 

 

（1）弊センターのサービス内容 

技能実習適正化支援センターは、全国の地方入管局へワンストップで申請を取り次ぐことのできる全国ネットワーク

を構築しています。監理団体が全国の地方入管局へ書類を提出する方法の選択肢を提供するため、監理団体

の手続き支援を目的として行政書士のネットワークを活用した「書類作成・取次サービス」を実施しています。書類

の作成から取次まで可能なことから、日頃から実習監理に多忙な監理団体にとって有益なサービスです。この他、

弊センターは、技能実習生に向けた法的保護講習、実習実施者に向けた技能実習制度セミナー、各種相談対

応など、技能実習制度の専門機関として幅広くサービスを展開しています。 

 

（2）弊センターの技能実習制度セミナーの特徴 

弊センターの職員は、海外経験が豊富です。その為、外国語対応はもちろんのこと、技能実習制度セミナーにおい

ては、「外国人と一緒に働くということ」というテーマを設け、外国人である技能実習生を受け入れた際に必要となる

知識を他では聞くことができない具体例を踏まえてお話します。セミナーはオンラインで実施し、大変好評です。入

管法・技能実習法は行政書士、労働法は社労士が講師を務め、さらに最近の新型コロナによる入国規制のアッ

プデートを解説する時間も設け、弊センターの職員が一丸となって開催しています。今後のセミナーとしては、「どの

国の実習生を受け入れるか」のテーマでミャンマー、ベトナム、インドネシア人等の特性や注意すべきタブーなどを豊

富な現地経験のある元外交官などから聞く企画も用意しています。 

 

（3）セミナーを開催します 

監理団体においては、実習生を受け入れるにあたりしっかりした経営戦略をもつため、傘下企業においては、コンプ

ライアンス意識向上（研修）を目的としてご活用くださり、実りある技能実習となることを弊センターは支援します。

セミナーの参加者からは、法令についての知識が深まった、技能実習生を受け入れる考え方について理解できたな

どの感想をいただいています。 

「技能実習制度オンラインセミナー」について、お気軽にお問合せください。 

時間：2 時間 

料金：3 万円～（1 社 1 万円／3 社以上） 

技能実習適正化支援センター 
Technical Intern Training Support Center 
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コラム：技能実習職種適用の考え方 

 

技能実習制度は、外国人が技術・技能等を学ぶことが目的となっています。そのため、技能実習制度の下で学べ

る職種・作業が定められています。その職種の該当性をあらかじめ確認し、どの職種で技能実習生を入国させるか

判断することが適正な技能実習を実施するために必要不可欠な第一歩です。 

職種についてよくある問い合わせは「〇〇は受入可能か」ですが、実はこの問いかけは的を得ていないと言えます。

例えば、「りんご農家は受入可能か」、「キムチ製造は受入可能か」、「検品は受入可能か」、「運送会社は受入

可能か」などです。このような問い合わせ受けると、受けた方は根堀葉堀聞き出さなければならなくなります。実際、

りんご農家で何をするか、キムチ製造はどういった規模で何をするか、検品はどのような器具を使って何をするのか、

運送会社で何をさせるかなど、本来助言をする上で必要な技術の情報が抜け落ちているからです。 

技能実習生を受け入れる会社が伝えるべき点は、「自社にはこのような技術・技能があるが、これを教えられるか」

です。つまり、「〇〇の技術・技能を教えたいが、〇〇の職種で受入可能か」という問い合わせの仕方が最善です。

りんご農家なら、おいしいりんごを育てるための肥料の配合や害虫駆除の技術・技能、キムチ製造なら、白菜のカッ

トと調味料の混ぜ方の技術・技能、検品なら、マイクロメータの使いこなしと不良品修理の技術・技能、運送会社

なら、貨物に応じた荷役・梱包とフォークリフト運転の技術・技能など具体的に示すことができればベストです。 

このように見てみると、会社が扱う最終製品や会社の業種は、いわば参考指標であり、技能実習生が従事する作

業の内容が重要と分かります。職種の相談をする際は、「会社はどういった技術・技能を教えたいか」を念頭に問い

合わせする必要があり、そうすることでより正確な回答が得られます。 
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弊センターは、技能実習制度や入管手続きに詳しい首都圏に在住する行政書士、社労士による外国人技能実習

制度を取扱う専門機関です。外国語にも対応できます。地方担当の行政書士もおり、地方入管局への申請取次がス

ムーズにできますので大変便利です。 

幣センターでは監理団体様及び実習実施者様にさまざまなサービスを提供しております。お気軽に弊センターにご用

命いただけますようご案内申し上げます。 

➢ 機構計画認定申請と入管申請 

➢ 建設キャリアアップシステム代理申請 

➢ 外部監査 

➢ その他（法的保護講習、各種労務関係手続き支援、相談） 
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技能実習適正化支援センター（Technical Intern Training Support Center） 

代表 渡邉 奉勝 

〒248-0023  神奈川県鎌倉市極楽寺 1-6-29 

TEL/FAX：045-8787-290 携帯：090-4710-3790 

E-mail：info@titsc.org URL：http://www.titsc.org/ 
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